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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月5日(2020.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動条件の成立に基づき図柄を変動表示し、前記図柄が予め定められた特定図柄で停止
表示すると、遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、
　前記図柄の変動表示中に、表示手段で複数列の演出図柄での変動演出を実行するように
制御可能な演出制御手段、を備え、
　前記演出制御手段は、
　前記図柄の変動表示中に、複数列の全てにおいて前記演出図柄が認識可能な認識可能表
示態様を実行可能な第１時間で開始演出を実行可能であり、
　前記第１時間とは異なる期間であって、前記図柄の変動表示中に、前記認識可能表示態
様を実行可能な第２時間と、
　複数列の全てにおいて前記演出図柄が停止表示される停止表示態様として、複数列のそ
れぞれにおいて異なる前記演出図柄で停止表示される第１状態と、複数列のうち少なくと
も２つが共通する前記演出図柄で停止表示される第２状態と、を実行可能な第３時間と、
により停止演出を実行可能であり、
　前記第２時間中の前記停止演出としては、前記第１状態となる場合は、所定の態様の第
１演出を実行可能であり、前記第２状態となる場合は、前記第１演出と前記第１演出とは
異なる態様の第２演出とを実行可能であり、
　前記第１時間中の前記開始演出としては、前記第１状態と前記第２状態との何れの場合
でも、前記第１演出及び前記第２演出とは異なる態様の第３演出を実行可能であることを
特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
［適用例１］
　上記課題を解決するため、本願の適用例１の遊技機は、始動条件の成立に基づき図柄（
特殊図柄ＴＺ）を変動表示し、前記図柄が予め定められた特定図柄で停止表示すると、遊
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技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、前記図柄の変動表示中に、表示手段
（第１画像表示装置７０）で複数列の演出図柄（演出図柄７０ａ）での変動演出を実行す
るように制御可能な演出制御手段（演出制御基板１３０）、を備え、前記演出制御手段は
、前記図柄の変動表示中に、複数列の全てにおいて前記演出図柄が認識可能な認識可能表
示態様（図４４（ｂ）～（ｆ））を実行可能な第１時間で開始演出を実行可能であり、前
記第１時間とは異なる期間であって、前記図柄の変動表示中に、前記認識可能表示態様（
変動終了示唆演出、図５１－１、図５１－２、図５４－１～図５４－７）を実行可能な第
２時間と、複数列の全てにおいて前記演出図柄が停止表示される停止表示態様（第２表示
態様）として、複数列のそれぞれにおいて異なる前記演出図柄で停止表示される第１状態
（非リーチハズレ示唆態様、変動パターン１Ａ～１Ｃ）と、複数列のうち少なくとも２つ
が共通する前記演出図柄で停止表示される第２状態（リーチハズレ示唆態様、変動パター
ン２Ａ～３Ｃ）と、を実行可能な第３時間と、により停止演出を実行可能であり、前記第
２時間中の前記停止演出としては、前記第１状態となる場合は、所定の態様の第１演出（
変動終了示唆演出、図５１－１、図５４－３（ａ）、図５４－７（ａ））を実行可能であ
り、前記第２状態となる場合は、前記第１演出と前記第１演出とは異なる態様の第２演出
（変動終了示唆演出、図５１－２、図５４－２（ｃ）、図５４－３（ｂ）、図５４－７（
ｂ））とを実行可能であり、前記第１時間中の前記開始演出としては、前記第１状態と前
記第２状態との何れの場合でも、前記第１演出及び前記第２演出とは異なる態様の第３演
出（図４４（ｂ）～（ｄ））を実行可能であることを要旨とする。
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